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中小企業成長促進法について 

 

 
2020 年 10 月 1 日に中小企業成長促進法が

施行されました。この法律は、中小企業の廃
業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業
展開を行い、成長できる環境を整備するため
に必要な措置を講ずるものです。以下で同法
の特徴についてみていきましょう。 
 
 1点目の特徴として、経営者保証解除スキー
ムの拡充による事業承継の促進があげられま
す。具体的には、経営承継円滑化法の認定
企業が事業承継する際に、経営者保証を不
要とする新たな信用保証制度（経営承継借換
関連保証）が新設されました。事業承継時に
おける経営者保証が大きな課題となるなか、
2020 年 4 月よりスタートした事業承継特別保
証においては、一般枠の範囲内で事業承継
時に経営者保証を不要とする信用保証制度
が措置されました。今回の中小企業成長促進
法の施行を受けて、上記に加え、一般枠では
カバーできない融資に対して、経営者保証を
不要とする信用保証の特別枠（最大2.8億円）
が法律上措置されています。 
 
 2 点目の特徴として、中堅企業への成長環
境の整備があげられます。これは、中小企業
が、増資や従業員増加により中小企業要件 
から外れても、地域経済牽引事業計画の実施
期間（５年以内）は、中小企業とみなす措置を
講じることで、中小企業向け支援を継続するも
のです。 
 
 3 点目の特徴として、海外展開支援の強化
があげられます。これは、海外拠点の分散化
の促進など、中小企業の海外展開にかかる 
取組みを一層支援するため、日本公庫による
クロス ボーダーローンを措置し、資金調達手
段の多様化を図るものです。 
 

 このように中小企業成長促進法の下では、上記のよ
うな支援を通して、新型コロナ危機下での事業継続と
雇用維持を後押ししているのです。 
 
 2020 年 10 月 1 日に中小企業成長促進法が施行さ
れたことに伴い、中小企業目線での政策体系の整理
が行われています。以下でその概要についてみてい
きましょう。 
 
 中小企業の計画支援のスキームは、成長段階に応
じた体系に簡素化されました。まず、基礎体力をつけ
る段階の計画としては、中小企業等経営強化法に基
づく「経営力向上計画」が位置づけられています。  
これは経営資源の有効活用により、経営の向上を図
るものです。 
 
 次に新分野進出を目指す段階の計画としては、 
中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」が
位置づけられています。これは新事業活動により経
営の相当程度の向上を図るものです。新事業活動の
定義に研究開発等が明示されるなど経営革新計画
の定義見直しが行われたことを受けて、特定ものづく
り基盤技術に関する研究開発等を行う特定研究開発
等計画や、事業分野が異なる事業者の連携により新
事業分野の開拓を行う異分野連携新事業分野開拓
計画は廃止となり、経営革新計画への支援措置に包
含されることとなりました。 
 
 さらに地域全体の活力向上を目指す段階の計画と
しては、地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽
引事業計画」が位置づけられています。これは産業
集積、観光資源、特産物など「地域の特性」を活かし
て、地域に対して相当の経済的効果を及ぼすもので
す。今回の政策体系の整理を受けて、地域の特産物
など「地域資源」を活かして、新商品やサービスの開
発・生産を行う地域産業資源活用事業計画は廃止と
なり、「地域経済牽引事業計画」による支援措置に包
含されることとなりました。 
 
 このように、類似の計画制度を統合し、中小企業の
成長段階に応じた体系に簡素化されたのです。 
 
 
 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                


